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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見

（1）しきい値判断
に誤りはないか。

― ― ― ―

問題は
認めら
れない

　対象人数が30万人以上に該当するため、
全項目評価を実施することは、指針に適合
している。

（2）適切な実施主
体が実施している
か。

―

1. 評価実施機関が複
数存在し、取りまとめ
の評価実施機関が評
価書を作成・提出する
場合に、取りまとめ以
外の全ての評価実施
機関について記載して
いるか。

― ―

問題は
認めら
れない

　特定個人情報ファイルは、独立行政法人
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネット
ワーク支援機構（以下「機構」という。）が簡
易生命保険契約に係る保険金等の支払に
関する支払調書データ（税務署提出用）作
成事務において保有するものであることか
ら、実施主体は適切である。

（3）公表しない部
分は適切な範囲
か。

― ― ― ―

問題は
認めら
れない

　評価書の内容は全て公表することとして
いる。

（4）適切な時期に
実施しているか。

― ― ― ―

問題は
認めら
れない

　規則等において、評価実施機関は、直近
の評価書を公表してから５年を経過する前
に、特定個人情報保護評価を再実施する
よう努めるものとされている。
　簡易生命保険契約に係る保険金等の支
払に関する支払調書データ（税務署提出
用）作成事務は、平成27年11月に直近の評
価書を公表しており、規則等の趣旨に沿っ
た適切な時期に、特定個人情報保護評価
の再実施を行っている。

（5）適切な方法で
広く国民の意見を
求め、得られた意
見を十分考慮した
上で必要な見直し
を行っているか。

― ― ― ―
問題は
認めら
れない

　国民への意見募集については、機構の
ホームページにて、31日間実施した。
　なお、寄せられた意見はなかった。

該当箇所

全体的な事項
※ 評価実施手続に関する事項及び特定個人情報

ファイルに共通する事項

全体的な事項
※ 評価実施手続に関する事項及び特定個人情報

ファイルに共通する事項

全体的な事項
※ 評価実施手続に関する事項及び特定個人情報

ファイルに共通する事項

全体的な事項
※ 評価実施手続に関する事項及び特定個人情報

ファイルに共通する事項
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

（6）特定個人情報
保護評価の対象
となる事務の実態
に基づき、特定個
人情報保護評価
書様式で求めら
れる全ての項目
について検討し、
記載しているか。

― ― ― ―

問題は
認めら
れない

　簡易生命保険契約に係る保険金等の支
払に関する支払調書データ（税務署提出
用）作成事務について、求められる事項が
具体的に記載されている。

（7）記載された特
定個人情報保護
評価の実施を担
当する部署は、特
定個人情報保護
評価の対象となる
事務を担当し、リ
スクを軽減させる
ための措置の実
施に責任を負うこ
とができるか。

― ― ― ―
問題は
認めら
れない

　簡易生命保険契約に係る管理業務につ
いては、機構が監督、指導等の責任を負い
つつ、郵政民営化法等の定めにより株式会
社かんぽ生命保険（以下「かんぽ生命」とい
う。）が機構の委託を受けて行うこととされ
ている。
　
  簡易生命保険契約に係る保険金等の支
払に関する支払調書データ（税務署提出
用）作成事務における番号制度への対応
は機構保険部業務課が行っており、特定個
人情報保護評価の対象となる事務の実施
に当たって、リスクを軽減させるための措置
の実施等については、責任を負うことがで
きる部署である。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

2. 評価対象の事務全
体の概要及びその中
で特定個人情報ファイ
ルを使用して実施する
事務の内容を具体的
に記載しているか。

Ｐ.２ Ⅰ １．②

問題は
認めら
れない

3. 当該システムが実
現する機能の名称と
その概要を具体的に
記載しているか。

Ｐ.３ Ⅰ ２．②

問題は
認めら
れない

4. 当該システムと情報
をやり取りするシステ
ムを全て記載している
か。

Ｐ.３ Ⅰ ２．③

問題は
認めら
れない

5. 特定個人情報ファイ
ルを取り扱うことが評
価対象の事務を実施
する上で必要であるこ
とを、事務の流れに即
して具体的に説明して
いるか。

Ｐ.４ Ⅰ ４．①

問題は
認めら
れない

6. 評価対象の事務に
おいて特定個人情報
ファイルを取り扱うこと
により、期待されるメ
リットについて幅広く
具体的に記載している
か。

Ｐ.４ Ⅰ ４．②

問題は
認めら
れない

7. 事務に関わる者、
事務において使用す
るシステム、事務にお
いて取り扱う情報の流
れを具体的に記載し
ているか。

P.５
～

Ｐ.８

Ⅰ
 (別添１)

問題は
認めら
れない

（8）特定個人情報
保護評価の対象
となる事務の内容
の記載は具体的
か。当該事務にお
ける特定個人情
報の流れを併せ
て記載している
か。

①特定個人情報
ファイルを取り扱う
事務やその事務に
おいて使用するシ
ステムについて、
基本情報を具体的
に分かりやすく記
載しているか。

　簡易生命保険契約に係る保険金等の支
払に関する支払調書データ（税務署提出
用）作成事務の内容について、平成28年1
月以降支払事由が発生する生命保険契約
の一時金の支払調書及び生命保険契約の
年金の支払調書において、保険契約者及
び保険金等受取人の個人番号を記載する
ために、特定個人情報ファイルを使用する
ことが事務の流れに即して具体的に記載さ
れている。
　
　また、別添１の事務の内容において、か
んぽ生命支店及び本社法人営業開発部
（以下「支店等」という）並びに郵便局窓口
に顧客が保険金等の支払請求のために来
局した際に、個人番号の提示を受け、端末
機に入力し、かんぽ生命情報管理センター
において支払調書データを作成すること等
が記載されており、事務において取り扱う
特定個人情報の流れが事務の内容に即し
て具体的に記載されている。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

（9）特定個人情報
ファイルを取り扱
うプロセスにおい
て特定個人情報
の漏えいその他
の事態を発生させ
るリスクを、特定
個人情報保護評
価の対象となる事
務の実態に基づ
き、特定している
か。

― ―
Ｐ.１６

～
Ｐ.２８

Ⅲ、Ⅳ

問題は
認めら
れない

　全項目評価書に例示されている各リスク
にどのように対応しているかが具体的に記
載されている。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

70. 評価書に記載した
とおりに運用がなされ
ていること等につい
て、評価の実施を担当
する部署自らが、どの
ように自己点検するか
具体的に記載している
か。

Ｐ.２７ Ⅳ １．①

問題は
認めら
れない

71. 評価書に記載した
とおりに運用がなされ
ていること等につい
て、どのように監査す
るか具体的に記載し
ているか。

Ｐ.２７ Ⅳ１．②

問題は
認めら
れない

72. 特定個人情報を取
り扱う従業者等に対し
ての教育・啓発や違反
行為をした従業者等
に対する措置につい
て具体的に記載して
いるか。

Ｐ.２７ Ⅳ ２．

問題は
認めら
れない

73. 国民・住民等から
の意見聴取により得ら
れた意見を踏まえて
評価書のどの箇所を
どのように修正したか
を具体的に記載してい
るか。

Ｐ.３０ Ⅵ ２．⑤

問題は
認めら
れない

　寄せられた意見がなかったことが記載さ
れている。

（10）特定されたリ
スクを軽減するた
めに講ずべき措
置についての記
載は具体的か。

（11）記載されたリ
スクを軽減させる
ための措置は、個
人のプライバシー
等の権利利益の
侵害の未然防止、
国民・住民の信頼
の確保という特定
個人情報保護評
価の目的に照ら
し、妥当なもの
か。

⑨特定個人情報
ファイルの取扱い
について自己点
検・監査や従業者
に対する教育・啓
発を行っている
か。

　自己点検について、かんぽ生命支店等に
おいて、四半期ごとに、個人情報保護に係
る項目について、自己点検を実施している
こと等が具体的に記載されている。

　監査について、機構では監督方針に基づ
き、委託先であるかんぽ生命本社及び支店
並びに再委託先である日本郵便株式会社
（以下「日本郵便」という。）本社、支社及び
郵便局を対象として、特定個人情報の取扱
いを含めた委託業務の実施状況の監査を
実施していることや、不適正事例が発生し
た場合には、発生原因等を分析し、必要に
応じて一層の再発防止策を講じるよう指導
するなど、改善に向けた取組強化及び改善
状況の検証を行っていること、その結果は
担当の理事を議長、担当の部長を構成員と
する管理業務推進会議において各種の課
題・問題を分析、把握し、理事長に報告す
ること等が具体的に記載されている。
　
　従業者に対する教育について、委託先で
あるかんぽ生命では、個人情報保護・情報
セキュリティマニュアル等を策定し、同マ
ニュアル等に基づく年度計画により定期的
に研修・点検等を実施していることや、全社
員を対象に実施している個人情報保護等を
含むコンプライアンスに関するeラーニング
研修で、実施期間中に数回実施状況を管
理者に連絡し、管理者等から受講を促すよ
う指導・周知を行い、受講率が100％になる
取り組みを行っていること、再委託先である
日本郵便では、採用時の教育及び定期的
な教育・訓練等、社員に対し安全管理措置
の周知徹底、教育及び訓練を行い、個人情
報保護等を含むコンプライアンスに関する
研修の欠席者に対して、別途、同様の研修
を実施することとし、欠席者へのフォロー
アップを行っていること等が具体的に記載
されている。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

（12）個人のプライ
バシー等の権利
利益の保護の宣
言は、国民・住民
の信頼の確保と
いう特定個人情報
保護評価の目的
に照らし、妥当な
ものか。

― ― ― 表紙

問題は
認めら
れない

　機構は、簡易生命保険契約に係る保険金
等の支払に関する支払調書データ（税務署
提出用）作成事務における特定個人情報
ファイルの取扱いに当たり、同ファイルの取
扱いがお客さまの財産、個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねな
いことを認識し、特定個人情報の漏洩その
他の事態を発生させるリスクを軽減させる
ために十分な措置を講じることをもって、お
客さまの財産、個人のプライバシー等の権
利利益の保護に取り組んでいることを宣言
している。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見

8. 対象となる国民・住民の特定個人情報を特定個
人情報ファイルにおいて保有することが事務を実
施する上で必要な理由を具体的に記載している
か。

Ｐ.９ Ⅱ ２．③

問題は認
められな
い

9. 主な記録項目について、保有する理由をそれ
ぞれ具体的に記載しているか。

Ｐ.９ Ⅱ ２．④

問題は認
められな
い

10. 特定個人情報の入手に係る妥当性を具体的
に記載しているか。

Ｐ.１０ Ⅱ ３．④

問題は認
められな
い

11. 特定個人情報の入手の事実及び使用目的が
本人に示されていることを具体的に記載している
か。

Ｐ.１０ Ⅱ ３．⑤

問題は認
められな
い

12. 特定個人情報を使用する理由を具体的に記
載しているか。

Ｐ.１０ Ⅱ ３．⑥

問題は認
められな
い

13. 特定個人情報ファイルに記録される情報を他
から入手する際の突合の内容、特定個人情報ファ
イルに記録された情報と他の情報との突合の方
法や突合の理由を具体的に記載しているか。

Ｐ.１０ Ⅱ ３．⑧ 該当なし

14. 特定個人情報を用いた統計分析を行う場合
は、その内容を具体的に記載しているか。

Ｐ.１０ Ⅱ ３．⑧ 該当なし

15. 特定個人情報を使用することにより国民の権
利利益に影響を与え得る決定を行う場合は、その
内容を具体的に記載しているか。

Ｐ.１０ Ⅱ ３．⑧ 該当なし

16. 委託先に当該特定個人情報ファイルを取り扱
わせることが必要な理由を具体的に記載している
か。

Ｐ.１１ Ⅱ ４．②

問題は認
められな
い

17. 委託先を国民・住民等が確認できるか否か、
確認できる場合はどのように確認できるか、確認
できない場合はそのような取扱いが評価対象の
事務を実施する上で必要な理由を具体的に記載
しているか。

Ｐ.１１ Ⅱ ４．⑤

問題は認
められな
い

18.  特定個人情報ファイルの取扱いを再委託する
に当たって、どのような手続・方法によるかを具体
的に記載しているか。

Ｐ.１１ Ⅱ ４．⑧

問題は認
められな
い

19. 提供した特定個人情報が、提供先において、
いかなる目的で、どのように使用されることになる
かを具体的に記載しているか。

Ｐ.１２ Ⅱ ５．②

問題は認
められな
い

20. 移転した特定個人情報が、移転先において、
いかなる目的で、どのように使用されることになる
かを具体的に記載しているか。

Ｐ.１３ Ⅱ ５．② 該当なし

21. 特定個人情報の保管場所の態様及び保管場
所への立入り制限・アクセス制限について具体的
に記載しているか。

Ｐ.１４ Ⅱ ６．①

問題は認
められな
い

22. 特定個人情報の保管期間は妥当であるか。ま
た、その理由を具体的に記載しているか。

Ｐ.１４ Ⅱ ６．②

問題は認
められな
い

23. 保管期間を経過した特定個人情報を消去する
方法を具体的に記載しているか。

Ｐ.１４ Ⅱ ６．③

問題は認
められな
い

該当箇所

（8）特定個人情報
保護評価の対象
となる事務の内容
の記載は具体的
か。当該事務にお
ける特定個人情
報の流れを併せ
て記載している
か。

②特定個人情
報ファイルの
取扱いプロセ
スの概要(特定
個人情報の入
手・使用、特定
個人情報ファ
イルの取扱い
の委託、特定
個人情報の提
供・移転、特定
個人情報の保
管・消去)につ
いて、具体的
に分かりやす
く記載している
か。

　特定個人情報の使用目的として、簡易生
命保険契約に係る保険金等の支払に関す
る支払調書データ（税務署提出用）を作成
するために使用すること、郵政民営化法等
の定めにより、かんぽ生命は機構の委託
を受けて簡易生命保険管理業務を行い、
その一部を日本郵便に再委託することが
義務付けられていること等が具体的に記
載されている。
　
　特定個人情報の保管・消去について、特
定個人情報は、セキュリティゲートを設け
て入退室を行っている建物にあって、入退
室管理を行っている部屋に設置したメイン
フレームに個別のマスタファイルとして保
管し、暗号化とアクセス制限を施しているこ
と、保存期間経過後システム的に削除する
ことを記載する等、特定個人情報ファイル
の取扱いプロセスの概要（入手、使用、委
託、保管、消去）について具体的に記載さ
れている。

特定個人情報ファイル

（支払調書）
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

24. 評価対象の事務を遂行する上で必要な者以
外の者の特定個人情報を入手しないよう講じてい
る対策を具体的に記載しているか。記載された対
策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥
当なものか。

Ｐ.１６
Ⅲ ２．

リスク1：

問題は認
められな
い

25. 事務を遂行する上で必要な情報以外の特定
個人情報を入手しないよう講じている対策を具体
的に記載しているか。記載された対策は、特定個
人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１６
Ⅲ ２．

リスク1：

問題は認
められな
い

26. 特定個人情報の入手に際して、適切な方法で
入手するために講じている措置を具体的に記載し
ているか。記載された対策は、特定個人情報保護
評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１６
Ⅲ ２．

リスク2：

問題は認
められな
い

27. 特定個人情報を入手する際に、その特定個人
情報が本人の情報であることを確認する方法を具
体的に記載しているか。記載された対策は、特定
個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。

Ｐ.１７
Ⅲ ２．

リスク3：

問題は認
められな
い

28. 入手した個人番号が本人の個人番号で間違
いないことを確認する方法を具体的に記載してい
るか。記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１７
Ⅲ ２．

リスク3：

問題は認
められな
い

29. 特定個人情報を入手した後、その情報の正確
性を保つために講じている措置を具体的に記載し
ているか。記載された対策は、特定個人情報保護
評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１７
Ⅲ ２．

リスク3：

問題は認
められな
い

30. 特定個人情報を入手する際に、情報の安全確
保の観点から講じている措置を具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報保護評
価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１７
Ⅲ ２．

リスク4：

問題は認
められな
い

31. 特定個人情報の入手において、その他のリス
ク及びそれらのリスクへの対策についての記載は
あるか。

Ｐ.１７
Ⅲ ２．

その他の
リスク

問題は認
められな
い

（10）特定されたリ
スクを軽減するた
めに講ずべき措
置についての記
載は具体的か。

（11）記載されたリ
スクを軽減させる
ための措置は、
個人のプライバ
シー等の権利利
益の侵害の未然
防止、国民・住民
の信頼の確保と
いう特定個人情
報保護評価の目
的に照らし、妥当
なものか。

③特定個人情
報の入手につ
いて、特定さ
れたリスクを
軽減するため
に講ずべき措
置を具体的に
記載している
か。記載され
た対策は、特
定個人情報保
護評価の目的
に照らし妥当
なものか。

　対象者以外の情報の入手を防止するた
めの措置として、保険金等支払請求の際、
請求人が正当な権利を有している者である
ことの確認を行うことが前提であることか
ら、対象者以外の情報を入手しないよう措
置していることや、保険証書記号番号を入
力し、保険契約の契約者又は保険金等受
取人であることを確認の上で個人番号を入
力することから、必要最小限の情報のみ入
力するよう措置していること等、必要な情
報以外を入手することはないことが具体的
に記載されている。

　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛
失するリスク対策として、特定個人情報に
ついて控え及び写しを作成しないこととして
いるほか、端末機又は携帯端末機から紙
媒体へ出力ができないよう措置しているこ
とや、かんぽ総合情報システム（個人番号
等管理マスタ）からのデータのダウンロード
や電子記録媒体への出力もできないよう
措置していること等が具体的に記載されて
いる。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

32. 宛名システム等において、特定個人情報が、
使用目的を超えて取り扱われないよう、また、評
価対象の事務に必要のない情報と併せて取り扱
われないよう、講じている対策を具体的に記載し
ているか。記載された対策は、特定個人情報保護
評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１８
Ⅲ ３．

リスク1：

問題は認
められな
い

33. 事務で使用するその他のシステムにおいて、
特定個人情報が、使用目的を超えて取り扱われ
ないよう、また、評価対象の事務に必要のない情
報と併せて取り扱われないよう、講じている対策を
具体的に記載しているか。記載された対策は、特
定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。

Ｐ.１８
Ⅲ ３．

リスク1：

問題は認
められな
い

34. 特定個人情報にアクセスする際の認証を行う
場合は、特定個人情報にアクセスするユーザの
認証方法、なりすましが行われないために講じて
いる対策について具体的に記載しているか。記載
された対策は、特定個人情報保護評価の目的に
照らし、妥当なものか。

Ｐ.１８
Ⅲ ３．

リスク2：

問題は認
められな
い

35. 特定個人情報ファイルを取り扱う者が正当な
ユーザであることを確認するための情報の発効・
失効の管理について具体的に記載しているか。記
載された対策は、特定個人情報保護評価の目的
に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１８
Ⅲ ３．

リスク2：

問題は認
められな
い

36. アクセス権限の発効・失効の管理を行う者に
よる当該管理の適正性についてチェックをしてい
る内容を具体的に記載しているか。記載された対
策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥
当なものか。

Ｐ.１８
Ⅲ ３．

リスク2：

問題は認
められな
い

37. 特定個人情報の入手から消去までの各過程
において、特定個人情報ファイルの取扱い記録や
アクセスの失敗の記録等を残していることを具体
的に記載しているか。記録を残していない場合
は、残していなくても権限のない者による不正な
使用を防止できる理由を具体的に記載している
か。記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１８
Ⅲ ３．

リスク2：

問題は認
められな
い

38. 従業者が特定個人情報ファイルを事務外で使
用しないよう講じている措置を具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報保護評
価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.１８
Ⅲ ３．

リスク3：

問題は認
められな
い

39. 特定個人情報ファイルを取り扱う者が特定個
人情報ファイルを不正に複製しないよう講じている
措置を具体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。

Ｐ.１９
Ⅲ ３．

リスク4：

問題は認
められな
い

40. 特定個人情報の使用において、その他のリス
ク及びそれらのリスクへの対策についての記載は
あるか。

Ｐ.１９
Ⅲ ３．

その他の
リスク

該当なし

④特定個人情
報の使用につ
いて、特定さ
れたリスクを
軽減するため
に講ずべき措
置を具体的に
記載している
か。記載され
た対策は、特
定個人情報保
護評価の目的
に照らし妥当
なものか。

　権限のない者（元職員、アクセス権限の
ない職員等）によって不正に使用されるリ
スク対策について、ユーザIDに必要最低限
の権限を付与し、事務処理上必要のない
データへのアクセスを制限していることや、
職員が離席する際には、パスワード設定さ
れた画面ロックを利用するなど、情報漏え
い、なりすまし等の不正行為を防止する措
置を講じていること等が具体的に記載され
ている。

　不正に複製されるリスク対策について、
個人番号等管理マスタに関するアクセス権
については、ユーザIDが払い出され、辞令
簿により指定を受けた者のみ有しており、
特定個人情報等の取扱いに関する留意事
項等について、定期的な研修等を行うこ
と、かんぽ総合情報システムはインター
ネットと分離されており、不正アクセスやウ
イルスによって情報を抜き取られることは
ないこと、さらに、携帯端末機については、
複数の要素（IDカードとPW、IDカードと指
紋）によるログイン承認を行っており、ログ
インできなければ、かんぽ総合情報システ
ムへ接続できない。また、携帯端末機の通
信不可とすることも可能で、通信を不可と
すればかんぽ総合情報システムへ接続で
きないこと等が具体的に記載されている。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

41. 委託先を決定する際に特定個人情報ファイル
を適切に取り扱う委託先であることを確認する手
続等について具体的に記載しているか。記載され
た対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。

Ｐ.２０
Ⅲ ４．

情報管理
体制

問題は認
められな
い

42. 委託先において特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者を必要最小限に制限していることを具
体的に記載しているか。記載された対策は、特定
個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。

Ｐ.２０
Ⅲ ４．

閲覧者の
制限

問題は認
められな
い

43. 委託先における特定個人情報ファイルの取扱
いについて記録を残している場合は、その方法や
保存期間等を具体的に記載しているか。また、記
録を残していない場合は権限のない者による不正
な使用を防止できる理由を具体的に記載している
か。記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２０
Ⅲ ４．
記録

問題は認
められな
い

44. 委託に伴う特定個人情報の提供に関するルー
ルを定めている場合、ルールの内容やルール遵
守の確認方法を具体的に記載しているか。また、
委託先から他者への提供を認めていない場合、
提供されていないことを確認する方法を具体的に
記載しているか。記載された対策は、特定個人情
報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２０
Ⅲ ４．

提供ルー
ル

問題は認
められな
い

45. 委託先における特定個人情報の消去のルー
ルを定めている場合は、ルールの内容やルール
遵守の確認方法を具体的に記載しているか。ま
た、委託契約終了後に消去されていることを確認
する方法を具体的に記載しているか。記載された
対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、
妥当なものか。

Ｐ.２０
Ⅲ ４．

消去ルー
ル

問題は認
められな
い

46. 委託先と締結する委託契約における特定個人
情報ファイルの取扱いに関する規定について具体
的に記載しているか。記載された対策は、特定個
人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２０

Ⅲ ４．
委託契約
書中の規

定

問題は認
められな
い

47. 特定個人情報ファイルの取扱いを再委託して
いる場合、再委託先での適正な取扱いの確保の
ために行っている措置について具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報保護評
価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２１
Ⅲ ４．
再委託

問題は認
められな
い

48. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におい
て、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策
についての記載はあるか。

Ｐ.２１
Ⅲ ４．

その他の
リスク

該当なし

⑤特定個人情
報の委託につ
いて、特定さ
れたリスクを
軽減するため
に講ずべき措
置を具体的に
記載している
か。記載され
た対策は、特
定個人情報保
護評価の目的
に照らし妥当
なものか。

　機構とかんぽ生命における委託契約書
の中で、守秘義務及び顧客情報の管理等
に関する事項を約定し、機構はかんぽ生
命に対して、個人情報保護管理体制を確
認できるよう関連規程類等の提出を求め、
必要な措置が講じられていることを確認し
ていること、また、これらの状況について、
委託先であるかんぽ生命及び再委託先で
ある日本郵便を対象として、特定個人情報
の取扱いを含めた委託業務の実施状況を
監査するとともに、必要な場合にはかんぽ
生命の外部委託先に対しても機構が直接
実地での監査を行うことができるように措
置していること、さらに、かんぽ生命は、個
人データの安全管理を図るための内部管
理体制として、会社全体の個人情報の保
護に関する事務を統括する個人情報保護
統括責任者のほか、各部署に個人情報の
保護に関する事務を管理する者を配置し、
個人情報の適切な保護と取扱いを行って
いること等が具体的に記載されている。

　かんぽ生命支払部の一部の社員のみ閲
覧権限を与えること、特定個人情報の取扱
いの記録について、プログラム処理にて毎
日自動で抽出し、確認する運用としている
ことのほか、業務委託契約書等において、
特定個人情報の持出しの禁止等を規定し
ていること等が具体的に記載されている。

　再委託先においても、特定個人情報の適
正な取扱いに関するガイドライン等で求め
られている必要かつ適切な安全管理措置
を講ずることを義務付けていること等が記
載されている。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

49. 特定個人情報の提供又は移転の記録を残し
ている場合は、その記録の内容や記録方法、保
存期間等を具体的に記載しているか。また、記録
を残していない場合は特定個人情報が不正に提
供又は移転されることを防止できる理由を具体的
に記載しているか。記載された対策は、特定個人
情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２２
Ⅲ ５．

リスク1：

問題は認
められな
い

50. 特定個人情報の提供・移転に関するルールを
定めている場合は、ルールの内容やルール遵守
の確認方法を具体的に記載しているか。記載され
た対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。

Ｐ.２２
Ⅲ ５．

リスク1：

問題は認
められな
い

51. 特定個人情報を提供・移転する際に、情報漏
えいや紛失のリスクを軽減するための措置や提
供先・移転先における特定個人情報の使途が法
令に基づく適切なものであることを確認するため
の措置を具体的に記載しているか。記載された対
策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥
当なものか。

Ｐ.２２
Ⅲ ５．

リスク2：

問題は認
められな
い

52. 誤った特定個人情報を提供・移転することや
誤った相手に提供・移転することを防止する措置
を具体的に記載しているか。記載された対策は、
特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なも
のか。

Ｐ.２２
Ⅲ ５．

リスク3：

問題は認
められな
い

53. 特定個人情報の提供・移転において、その他
のリスク及びそれらのリスクへの対策についての
記載はあるか。

Ｐ.２２
Ⅲ ５．

その他の
リスク

該当なし

⑥特定個人情
報の提供・移
転について、
特定されたリ
スクを軽減す
るために講ず
べき措置を具
体的に記載し
ているか。記
載された対策
は、特定個人
情報保護評価
の目的に照ら
し妥当なもの
か。

　特定個人情報の提供又は移転の記録に
ついては、特定個人情報が含まれている
支払調書データの電子媒体においては、
媒体管理簿へデータ内容、利用目的、作
成年月日、移送日、移送先、担当者名等を
記載していることや、媒体管理簿は、管理
者が月に１回以上点検・確認を行っている
こと等が具体的に記載されている。

　提供・移転に関するルールの内容やルー
ル遵守の確認方法については、税務署へ
の電子媒体の提出に当たって、セキュリ
ティ確保のため、データの暗号化及び搬送
容器の施錠を行い、郵便物の追跡が行え
る方法により郵送することが記載されてい
る。
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

54. 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報を入手する際に、目的外の入手が行われ
ないために講じている措置を具体的に記載してい
るか。記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２３
Ⅲ ６．

リスク1：
該当なし

55. 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報を入手する際に、特定個人情報の安全が
保たれない不適切な方法で特定個人情報を入手
しないために講じている対策を具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報保護評
価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２３
Ⅲ ６．

リスク2： 該当なし

56. 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報を入手した後、その情報の正確性を保つた
めに講じている措置を具体的に記載しているか。
記載された対策は、特定個人情報保護評価の目
的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２３
Ⅲ ６．

リスク3： 該当なし

57. 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報を入手する際に、情報漏えいや紛失のリス
クを軽減するために講じている措置を具体的に記
載しているか。記載された対策は、特定個人情報
保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２３
Ⅲ ６．

リスク4： 該当なし

58. 情報提供ネットワークシステムを通じて提供す
る際に、特定個人情報の不正な提供が行われる
リスクを軽減するために講じている措置を具体的
に記載しているか。記載された対策は、特定個人
情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２３
Ⅲ ６．

リスク5：
該当なし

59. 情報提供ネットワークシステムを通じて提供す
る際に、特定個人情報の提供方法が不適切とな
らないよう講じている措置を具体的に記載してい
るか。記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２３
Ⅲ ６．

リスク6： 該当なし

60. 情報提供ネットワークシステムを通じて提供す
る際に、誤った特定個人情報を提供することや、
誤った相手に提供することを防止するために講じ
ている措置を具体的に記載しているか。記載され
た対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。

Ｐ.２３
Ⅲ ６．

リスク7： 該当なし

61. 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴う
リスクについて、その他のリスク及びそれらのリス
クへの対策についての記載はあるか。

Ｐ.２３
Ⅲ ６．

その他の
リスク

該当なし

⑦情報提供
ネットワークシ
ステムとの接
続について、
特定されたリ
スクを軽減す
るために講ず
べき措置を具
体的に記載し
ているか。記
載された対策
は、特定個人
情報保護評価
の目的に照ら
し妥当なもの
か。

―
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審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見該当箇所

62. 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
めに行っている物理的な対策について具体的に
記載しているか。記載された対策は、特定個人情
報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２４
Ⅲ ７．

リスク1：
⑤

問題は認
められな
い

63. 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
めに行っている技術的な対策について具体的に
記載しているか。記載された対策は、特定個人情
報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２５
Ⅲ ７．

リスク1：
⑥

問題は認
められな
い

64. 過去３年以内に発生した全ての重大事故の内
容、原因、影響、重大事故発生時への対応等につ
いて具体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。

Ｐ.２５
Ⅲ ７．

リスク1：
⑨

該当なし

65. 重大事故を受けて策定・実施した再発防止策
の内容について具体的に記載しているか。記載さ
れた対策は、特定個人情報保護評価の目的に照
らし、妥当なものか。

Ｐ.２５
Ⅲ ７．

リスク1：
⑨

該当なし

66. 死者の個人番号を保管している場合は保管方
法を具体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。

Ｐ.２５
Ⅲ ７．

リスク1：
⑩

問題は認
められな
い

67. 特定個人情報を最新の状態で保管するため
に行っている措置を具体的に記載しているか。記
載された対策は、特定個人情報保護評価の目的
に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２６
Ⅲ ７．

リスク2：

問題は認
められな
い

68. 保管期間を経過した特定個人情報を適切な時
に安全かつ確実に消去できる手続・体制・手法に
なっているか等について具体的に記載している
か。記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。

Ｐ.２６
Ⅲ ７．

リスク3：

問題は認
められな
い

69. 特定個人情報の保管・消去において、その他
のリスク及びそれらのリスクへの対策についての
記載はあるか。

Ｐ.２６
Ⅲ ７．

その他の
リスク

問題は認
められな
い

⑧特定個人情
報の保管・消
去について、
特定されたリ
スクを軽減す
るために講ず
べき措置を具
体的に記載し
ているか。記
載された対策
は、特定個人
情報保護評価
の目的に照ら
し妥当なもの
か。

　物理的対策として、個人番号等管理マス
タはセキュリティゲートを設けて入退室を
行っている建物で管理しており、入退室管
理を行っている部屋に設置したメインフ
レームに個別のマスタファイルとして保管し
ていること、インターネットと分離されている
ことや、支払調書データを作成しCD等の電
子記録媒体に出力する際には暗号化を施
していること、あらかじめ設置されている端
末機又は持ち込みを許可された電子記録
媒体を除き、機器等の持込みを禁止してい
ること等が具体的に記載されている。
　また、個人番号は紙媒体で取得・保管を
行わないことや、携帯端末機は執務室内
に保管し、ワイヤーチェーンで施錠を施し
ていること等が具体的に記載されている。

　技術的対策として、端末機へのログイン
時には正当なIDとPWが必要なこと、端末
機に特定個人情報を入力した場合は即時
に暗号化を行っていること、端末機とシス
テム間の通信については暗号化及びセ
キュアな通信を行っていることや、端末機
はインターネット機能やメール機能がない
業務専用の端末機であること等が具体的
に記載されている。

　特定個人情報が消去されずいつまでも存
在するリスク対策として、電子記録媒体の
廃棄にあたっては事前に情報セキュリティ
統括室に廃棄申請を行い、許可を受けた
上で実施すること、廃棄後は電子記録媒
体管理簿に廃棄の旨を記録していること等
が具体的に記載されている。

13



審査の観点
（指針第１０（２））

主な考慮事項 主な考慮事項（細目）
審査
結果

所見

74.個人番号を収集・登録するに当
たって、携帯端末機による個人番号
の登録を含む複数の入手経路のリス
ク対策は具体的に記載されている
か。また、記載された対策は特定個
人情報保護評価の目的に照らし、妥
当なものか。

P.１９
P.２５
等

Ⅲ　３．
リスク４
Ⅲ　７．

リスク１⑥
等

問題は認
められな
い

・携帯端末機等は、インターネット機能及び
メール機能がないこと、携帯端末機等とか
んぽ総合情報システム間の通信は暗号化
すること
・携帯端末機については、IDカードと指紋
等、複数の要素によるログイン承認を行っ
ていること、特定個人情報を暗号化した上
で保管するが、翌日には自動消去すること
・携帯端末機を亡失した場合でも、遠隔消
去処理により保存されているデータの消去
が可能であり、携帯端末機の電源が切れ
ている場合は、電源を入れた際に携帯端
末機内のデータを自動消去すること
等が具体的に記載されている。

75.ガバナンス等の観点から、委託先
であるかんぽ生命や再委託先である
日本郵便等に対して機構が講じるリ
スク対策は具体的に記載されている
か。また、記載された対策は、特定個
人情報保護評価の目的に照らし、妥
当なものか。

P.２７
P.２８
等

Ⅳ．１．
②

Ⅳ．3．
③
等

問題は認
められな
い

・年度当初に機構からかんぽ生命あて監
督方針を通知し、委託先であるかんぽ生命
及び再委託先である日本郵便を対象とし
て、特定個人情報の取扱いを含めた委託
業務の実施状況を監査すること
・不適正事例が発生した場合には、その
発生原因等を分析し、必要に応じて一層の
再発防止策を講じるよう指導するなど、改
善に向けた取組強化及び改善状況の検証
を行っていること
・監査結果等は担当の理事を議長、担当
の部長を構成員とする管理業務推進会議
において各種の課題・問題を分析、把握
し、理事長に報告することとしていること
等が具体的に記載されている。

該当箇所

⑩その他、評
価実施機関に
特有な問題や
懸念に対し、
特定されたリ
スクを軽減す
るために講ず
べき措置を具
体的に記載し
ているか。記
載された対策
は、特定個人
情報保護評価
の目的に照ら
し妥当なもの
か。

（10）特定されたリ
スクを軽減するた
めに講ずべき措
置についての記
載は具体的か。

（11）記載されたリ
スクを軽減させる
ための措置は、
個人のプライバ
シー等の権利利
益の侵害の未然
防止、国民・住民
の信頼の確保と
いう特定個人情
報保護評価の目
的に照らし、妥当
なものか。

評価実施機関に特有の問題に対するリスク対策
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【総評】

（1）    簡易生命保険契約に係る保険金等の支払に関する支払調書データ（税務署提出用）作成事務にお
　　　いては、特定個人情報ファイルを取り扱うことについて、一連の事務の内容や流れが具体的に記載さ
　　　れており、特段の問題は認められないものと考えられる。

（2）    事務で取り扱われる特定個人情報ファイルの取扱いについてのリスク及びリスク対策が具体的に記
　　　載されており、特段の問題は認められないものと考えられる。

（3）  　個人番号の収集・登録におけるリスク対策、機構が委託先及び再委託先に講じるリスク対策等、本
　　　評価対象事務において懸念されるリスク及びリスク対策についても、具体的に記載されており、特段
　　　の問題は認められないものと考えられる。

【個人情報保護委員会による審査記載事項】
　(Ⅵ　評価実施手続　４．個人情報保護委員会の承認)

（1）  簡易生命保険契約に係る保険金等の支払に関する支払調書データ（税務署提出用）作成事務の内
　　容、特定個人情報ファイルの内容、特定個人情報の流れ並びにリスク及びリスク対策が具体的に記
     載されており、特段の問題は認められないと考えられるが、特定個人情報保護評価書に記載されて
     いるとおり確実に実行する必要がある。

（2）   特定個人情報のインターネットへの流出を防止する対策について、かんぽ総合情報システムはイン
　　 ターネットと分離されていること等の措置が記載されているが、特定個人情報保護評価書に記載され
　　 ているとおり確実に実行する必要がある。

（3）   組織的及び人的安全管理措置については、適切な組織体制の整備、職員への必要な教育・研修、
     実効性のある自己点検・監査等を実施し、実務に即して適切に運用・見直しを行うことが重要である。

（4）   情報漏えい等に対するリスク対策全般について、特定個人情報保護評価書に記載されているとおり
     確実に実行することに加え、不断の見直し・検討を行うことが重要である。
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